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そのため保護者対応とは、子どものより良い教育

のために保護者との信頼関係を築き連携を深め

ていくことに意義あると確認した。保護者対応問

題は 2010 年以降、問題提起がなされた段階から

問題の解決に向けて多様な取り組みが行われる

解決提示の段階に移り変わり、その際の課題とし

て管理職の在り方があげた。また、そこでの保護

者のニーズとは学校内の情報を積極的に発信す

ることであると考察された。  

保護者の要望等に対する危機管理の過程はリ

スクを予測し、回避する初期段階、被害拡大防止

の組織的対応を必要とする第二次段階、同じく被

害拡大防止の外部機関との連携を必要とする第

三次段階、再発防止と回復の事後段階に分けられ

る。その中で初期段階の管理職の在り方に課題が

あることを指摘した。それを受けて初期段階に着

目した際の管理職の役割として、「情報管理にお

ける働きかけ」と「要望等への対応の指導」の 2

点にまとめられる。  

 

第三章  インタビュー調査から見る保護者

の要望等に対する学校の危機管理 

第二章であげた 2 点に着目して、インタビュー

調査を通し、管理職がどのような実践を行ってい

るかを明らかにし、リスク回避の方策を検討した。 

「情報管理における働きかけ」では保護者に対

して積極的な情報の発信、「ほう・れん・そう」

の徹底、窓口の統一の 3 つを析出した。保護者に

対して積極的な情報の発信については従来から

言われている「学校通信」、「学校の HP の活用」

に加え、「マスコミを活用した情報の発信」とい

う今まで言われていなかった点について指摘す

ることができた。「ほう・れん・そう」は保護者

に不信感を抱かせない手段として取られ、それを

徹底させるために教員たちが相談しやすい雰囲

気を管理職が築くことと管理職が常に先を見通

したビジョンを持つことの 2 点が重要だと示し

た。窓口の統一についてはまず経験豊富な管理職

が保護者の要望等を受けることで教員と保護者

の緊張感を和らげ、両者をつなぐ作用があると示

唆した。  

「要望等への対応の指導」では、経験豊富な管

理職がどのように対応するか教員に指示を出す

対応姿勢は管理職の経験や力量によるところが

大きいと推測し、管理職と教員間での対応ビジョ

ンのズレが、問題が長期化・複雑化する要因だと

考察した。  

以上のことを踏まえ、リスク回避の方策として

保護者との信頼関係構築の手段と苦情・クレーム

の削減の手段について検討を行った。保護者との

信頼関係構築の手段として、保護者に対して情報

を発信する際の「マスコミを活用した情報の伝

達」は一つの有効な手段であると示せた。また、

苦情・クレームの削減の手段として、ひと手間を

かけた対応、子どものとの関係づくり、地域・保

護者のトップへの正確な情報の伝達の 3 つを析

出することができた。  

 

終章 本論文の成果と課題 

本論文の成果は管理職が現場で行っている実

践についてインタビュー調査を通して明らかに

することで、リスク回避の方策として保護者との

信頼関係構築の手段、苦情・クレーム削減の手段

について具体的な手立てを析出できたことであ

る。特に本論文のインタビューデータの「マスコ

ミを活用した情報の伝達」に関しては、アイデア

として言及されてはいたものの、緊急時の情報伝

播等の場面に限られていた。本論文では初期にお

ける対応策と位置づけ分析したことで、平時にお

いても有効に機能することを明らかにした。この

点について今後さらに検討していく必要がある。 

本論文における課題として、管理職が教員にど

のように対応するように指導しているのか具体

的な部分までは明らかにすることができなかっ

た点があげられる。管理職が教員に対して指導を

徹底していることは明らかとなったが、そこでど

ういった指導がなされているのかは不十分なも

のとなってしまった。そのような点から今後、管

理職が教員にどういった対応を期待しているの

かなどさらに考察する必要がある。  
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【概要】 
 
序章  本研究の目的と方法  

「教師は世間知らず」、「教師は理不尽」など、

児童生徒に対する教師の態度のあり方を批判す

る声は大きい。しかし、これは教師のパーソナリ

ティのみに起因しているのではなく、実は、その

背景にある教職の構造特性こそが大きな要因と

なっているのではないか。例えば、教師はその職

務の特性上、「教育目標の達成に向けての指導」

と「児童生徒の個性や自主性の尊重」といった、

複数のアンビバレントな規範的期待を課せられ

ている。これらの相矛盾する教師の役割の衝突が

葛藤を生み、アイデンティティが揺らがされるこ

とが、教師と児童生徒の関係性をゆがめる一因と

なっているのではないだろうか。  

このような、教職の構造特性に由来する教師に

特有な思考体系や行動様式を、文化的視点から捉

えようとしたものに「教師文化」概念がある。そ

こで本研究では、この「教師文化」概念を援用し、

教師の役割葛藤対処における特徴を浮き彫りに

し、それら特徴と、児童生徒との関係構築との関

連を明らかにする。  

 

第 1 章 教師の役割の特性と役割葛藤 
本章では、教師に期待されている様々な役割と

その特性を整理し、それらは対立や矛盾を含んで

いることを述べた。研究方法として、教職に関す

る政策文書や、教師の役割葛藤に関する実践記

録・調査データ等を参照した。  

教師の役割の特性として、 (1)全人的・網羅的

な性質をもち、非常に広範多岐に渡ること、 (2)

社会問題の予防・対処という期待を反映し、役割

は肥大化の一途を辿っていること、 (3)教職の職

業的特質（不確実性、再帰性、無限定性など）が

教師としてのアイデンティティをゆらがせてい

ること、の 3 点を指摘した。  

さらに、社会学的アンビバランス理論を分析枠

組みとして用い、教師が抱く役割葛藤の様相は、

複数の規範的期待によるアンビバランス（両価

性）をはらんだ状態であり、役割群間の葛藤（組

織の成員⇔教育者）と役割群内の葛藤（積極的指

導⇔自主性尊重）に分類されることを示した。  

 
第 2 章  葛藤対処における教師文化  

本章では、葛藤対処時の教師の行動や選択行為

は「教師文化」により文化的に規定されているこ

とを仮説的に示した。研究方法として、教師文化

に関する先行研究を用い、教師文化概念の再検討

を行った。まず、既存の教師文化概念を整理し、

行動の根拠を個人（教師）あるいは構造の一方に

還元するのではなく、構造と個人を媒介する機能

へ着目した点に研究上の有用性があると述べた。 

本研究ではさらに、葛藤対処時における教師文

化のはたらきに注目する意味で、教師のアイデン

ティティの形成・変容を軸に教師文化の再定義を

行った。これは、複数の規範的期待を自身のアイ

デンティティとして内面化する機能（図の共通領

域）を描いたものである。教師個人の信条や価値

観（ I：主我）と規範（ T、O）が相容れないとき、

葛藤が生じ、その対処として戦略（支配、友好、

役割演技など）が行使される。その結果、規範的

期待は教師の主体的な選択のもとで個人的に内

面化され「文化」となる（ Me：客我）。さらに、

それらは教師集団内の相互作用によって共有・蓄

積・継承され、抽象的・支配的なものとして「文

化化」し、教師のアイデンティティを規定し返す。

つまり、教師文化には①「教師としての私（ Me）」

としての教師文化、②戦略としての教師文化、③

「文化化」の結果としての抽象的・支配的な教師

文化という 3 つの機能があり、教師文化は教師同

士の相互作用を通して段階的にその様相を変え

ながらその支配性を強めていく「文化化」の円環

構造を呈する、という分析枠組みを構築した。  

 

第 3 章 校則指導から読み解く教師文化 
本章では、指導内容を他律的に規定されること

から、教師の葛藤が多く生ずると考えられるとし

て校則指導場面を設定し、児童生徒との関係性に

おける葛藤対処と教師文化の機能を実証的に捉

えることを試みた。研究方法として、校則に関す  
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〈教師個人のアイデンティティをめぐる教師文化の概念図〉  

 
図１  

 

る先行研究や、校則に対する教師の意識調査を用

いた。  

校則指導は、無限定性などの教職の特質を反映

しており、教師は、自身をとりまく構造特性に多

少なりとも影響を受けていることが示された。さ

らに、教師は校則に対する意識と行動の間に多く

の矛盾を抱えており、葛藤を抱いていることが判

明した。その対処戦略において教師は、教師とし

てのアイデンティティの均衡と安定を図ること

を最優先課題としていることが示された（例えば、

教師は校則の本質や児童生徒の自主性の尊重を

希求しているものの、教師としてのアイデンティ

ティを均衡化させるため、画一的で徹底的な校則

指導を選択せざるを得ない状況にある）。さらに、

この矛盾した行動により、教師と児童生徒との関

係に亀裂が生じていることがデータから導き出

された。つまり、校則指導とは教師にとってのア

イデンティティ均衡化・安定化戦略としての機能

を果たしており、それが児童生徒との信頼関係構

築を阻害する要因となっていると考えうるので

ある。  

さらに、「教師文化」を軸に先行研究のデータ

の分析を行ったところ、教職経験を経るなかで、

イラショナル・ビリーフの生起（規範的期待の積

極的受容）や、困難をかわし、こなそうとするス

タンスの選択（規範的期待の消極的受容）といっ

たアイデンティティの変容が起こることが示唆

された。  

本研究の結論として、以下のことが導き出され

た。教師は教職上の構造的特性から、児童生徒と

の関係性においてアイデンティティの問題を抱

えており、その対処のために教師文化を生成・活

用する。しかし、その教師文化は相互作用の中で

支配性を強め、逆に教師のアイデンティティを背

後から規定し、児童生徒との関係構築をさらに困

難にさせるといった螺旋構造を呈していると考

えられる。  
 
 
 

終章  本研究の成果と課題  
本研究の成果は以下の 2 点である。まずは、明

確な定義がなされていない「教師文化」概念を、

教師のアイデンティティ問題という視点から整

理・再定義した点である。この問題は教師にとっ

て緊要の課題であるにも関わらず、潜在的で把握

が困難であるが、本研究における「教師文化」の

分析枠組みを通して浮き彫りにできるものと考

える。次に、教師のアイデンティティ問題が螺旋

構造を呈していることを明らかにした点である。

教師文化とは、教師自身の内面化や教師集団にお

ける相互作用によって、その抽象性と支配性を重

層的に強化し、行為主体である教師自身を規定し

返す機能があることを新たに付け加えた。  

無論、課題も山積している。それは、本研究で

構築した分析枠組みの信頼性と現実性の不足で

ある。本研究では構築した分析枠組みを用いた実

証的研究を行うことができず、その信頼性につい

て疑問が残る。また、「教師文化」、「組織文化」、

「学校文化」の共通領域を考慮した教師のアイデ

ンティティの様相にまでは踏み込むことができ

なかった。今後は、より多角的な視点からこの分

析枠組みを洗練させることが課題となろう。  
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